
通所介護  デイサービスセンター 楽一  重要事項説明書 

１ 事業の目的と運営方針 

 要介護・要支援状態にある方に対し、適正な通所介護を提供することにより要介護・

要支援状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供しま

す。また、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサ

ービスの提供に努めます。 

 

２ 事業者等の概要 

事 業 者 名 有限会社 ティ.シィ.倉電 

所 在 地 岡山県岡山市北区野田２－１－５ ０３１ 

事 業 所 名 通所介護 デイサービスセンター楽一 

所 在 地  岡山県倉敷市水島北緑町８－１２ 

事 業 所 番 号 ３３７０２０６３１４ 指定年月日 平成２４年４月１日 

管 理 者  天野 佑梨 

連絡先（電話） 086-４４１－３１１１ 

職 務 体 制 ①  管理者 常勤 １ 名（通所介護員兼務） 

②  看護師 常勤 １ 名（通所介護員兼務） 

③  生活相談員   常勤１名以上 

④  介護職員    常勤３名以上 

営 業 時 間 月曜日から土曜日の 8：30～17：30 

サービス提供時間  ９：００～１６：３０ 

お盆 8月 1３日から 1５日、年末年始 12月 30 日から 1月 3

日を除きます。 

サービス提供地域 倉敷市全域・岡山市南区・早島町（倉敷市真備及び船穂地域は除く） 

 

４ 利用料等 

（１）利用料等は、次の別表のとおりです。 

利用者負担額金は、原則として介護保険の給付対象となる項目について

は介護保険負担割合証に記載された割合、給付対象外の項目については

全額となります。 

なお、この金額は関係法令に基づいて定められており、サービス提供期 

間中にこれが変更になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適 

用されます。 

（２）介護保険の給付の対象外となる場合は、全額自己負担となります。 



（３） 基本料金 

（３時間から４時間未満の場合） 

要介護度 １日あたりの利用料金 １割負担利用者負担金額 ２割負担利用者負担金額 

要介護１   ３７０単位 ３７０円 ７４０円 

要介護２   ４２３単位 ４２３円 ８４６円 

要介護３   ４７９単位 ４７９円 ９５８円 

要介護４   ５３３単位 ５３３円 １０６６円 

要介護５   ５８８単位 ５８８円 １１７６円 

（４時間から５時間未満の場合） 

要介護度 １日あたりの利用料金 １割負担利用者負担金額 ２割負担利用者負担金額 

要介護１ ３８８単位 ３８８円 ７７６円 

   要介護２ ４４４単位 ４４４円 ８８８円 

   要介護３ ５０２単位 ５０２円 １００４円 

   要介護４ ５６０単位 ５６０円 １１２０円 

   要介護５ ６１７単位 ６１７円 １２３４円 

（５時間から６時間未満の場合） 

要介護度 １日あたりの利用料金 １割負担利用者負担金額 ２割負担利用者負担金額 

要介護１ ５７０単位 ５７０円 １１４０円 

   要介護２ ６７３単位 ６７３円 １３４６円 

   要介護３ ７７７単位 ７７７円 １５５４円 

   要介護４ ８８０単位 ８８０円 １７６０円 

   要介護５ ９８４単位 ９８４円 １９６８円 

（６時間から７時間未満の場合） 

要介護度 １日あたりの利用料金 １割負担利用者負担金額 ２割負担利用者負担金額 

要介護１ ５８４単位 ５８４円 １１６８円 

   要介護２ ６８９単位 ６８９円 １３７８円 

   要介護３ ７９６単位 ７９６円 １５９２円 

   要介護４ ９０１単位 ９０１円 １８０２円 

   要介護５ １００８単位 １００８円 ２０１６円 

 

 

 

 



（７時間から８時間未満の場合） 

要介護度 １日あたりの利用料金 １割負担利用者負担金額 ２割負担利用者負担金額 

要介護１ ６５８単位 ６５８円 １３１６円 

   要介護２ ７７７単位 ７７７円 １５５４円 

   要介護３ ９００単位 ９００円 １８００円 

   要介護４ １０２３単位 １０２３円 ２０４６円 

   要介護５ １１４８単位 １１４８円 ２２９６円 

（８時間から９時間未満の場合） 

要介護度 １日あたりの利用料金 １割負担利用者負担金額 ２割負担利用者負担金額 

要介護１ ６６６単位 ６６６円 １３３２円 

   要介護２ ７８７単位 ７８７円 １５７４円 

   要介護３ ９１１単位 ９１１円 １８２２円 

   要介護４ １０３６単位 １０３６円 ２０７２円 

   要介護５ １１６２単位 １１６２円 ２３２４円 

 

その他の料金 

加算・減算 １日あたりの利用料金 １割負担利用者負担金額 2負担利用者負担金額  

個別機能訓練加算（Ⅰ） ４０円 ４０円       8０円  

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０円（１月につき） １月につき   １月につき  

ベースアップ加算   １月料金×1.1％ １月につき １月につき  

入浴加算 ４０単位       ４０円    ８０円  

通所介護送迎減算 ４７単位     ―４７円 －９４円  

高齢者虐待防止措置実地

減算 

(1 回)―１/100 (1 回)―１/100 (1 回)―１/100  

業務継続計画策定減算 (1 回)―１/100 (1 回)―１/100 (1 回)―１/100  

通所介護処遇改善加算 所定単位数の 59/100 加算 
１月につき １月につき 

 

 

予防通所介護単価 

要介護度 １ヶ月の利用料金 利用者負担金額 

要支援１ １６７２単位 １６７２円 

要支援２ ３４２８単位 ３４２８円 

 

 

 



（４）その他の費用について 

・昼食代  1 食 500 円 

  ・作業リハビリ・健康増進等に使用する材料費の負担をお願いすることが

あります。 

  ・おしめ代は自己負担です。１枚につき５０円の負担額とします。 

 

５ 利用者負担金の支払い 

   事業所は当月の利用者負担金の請求に明細を付して、翌月１０日までに利用 

者に請求します。翌月２０日までに支払いをして下さい。 

６ サービスの利用に当たっての留意事項 

１、 利用者又はその家族は、事業者に対してサービス提供当日午前８：３

０までに通知することにより料金の負担することなくサービス利用を

中止することができます。ただし、当日連絡の場合、食費に関しては

徴収させていただきます。 

２、 事業者は利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と

判断した場合はサービスを中止することができます。 

 

７ 緊急時の対応 

 サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、 

速やかに主治医又は協力医療機関に連絡等をとるなど必要な措置を講じます。 

＊緊急の場合は下記の連絡先に連絡をとります。 

 

主治医 

 

医療機関名  

主治医氏名  

連絡先  

緊急時 希望医療機関  

ご家族 

 

氏名（続柄）  

連絡先  

居宅支援 

事業所 

ケアマネージャー  

 

８ 事故発生時の対応 

 サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、関係医療機関等への 

連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置に 

ついて記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 



９ 守秘義務に関する対策 

 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者やその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用 

契約の内容としています。 

 

10 利用者の尊敬 

 利用者の人権・プライバシーの保護のために業務マニュアルを作成し、従業 

者教育を行います。 

 

11 身体拘束の禁止 

 原則として、利用者の事由の制限するような身体拘束を行わないことを約束 

します。 

 

12 虐待防止のための措置 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を

講じます。 

・虐待の防止に関する責任者の選定を行います。 

・成年後見制度の利用支援を行います。 

・苦情解決体制の整備を行います。 

・従業者の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施（研修方法や研修計画）を定期

的に行い、研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

・個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

・従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、従業者が利用

者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業員に周知徹底いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 ご相談・ご不満の受付 

サービスに関するご相談・ご不満はご遠慮なく相談苦情担当者までお申し付け

ください。 

相談苦情担当者 ：井上 大樹 

ご利用時間  ：8：30～17：30（日曜日・8/13～8/15・12/30～1/3 は除きます） 

ご利用方法  ：電話 086-454-5363   FAX 086-454-5364 

 

① 当事業所以外にお住まいの市町村及び岡山県国民健康保険団体連合会の

相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

  岡山県国民健康保険団体連合会（月～金、祝日は除く） 

   ご利用時間：８：３０～１７：００ 電話：０８６－２２３－８８１１ 

 

  倉敷市役所介護保険課（月～金、祝日は除く） 

   ご利用時間：８：３０～１７：１５ 電話：０８６－４２６－３３４４ 

 

  岡山市役所介護保険課（月～金、祝日は除く） 

   ご利用時間：８：３０～１７：１５ 電話：０８６－８０３－１２４０ 

 

  早島町健康福祉課（月～金、祝日は除く） 

   ご利用時間：８：３０～１７:１５  電話：０８６－４８２－２４８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1４ 損害賠償について 

 サービス提供時において、サービス提供者の責任により利用者に生じた損害 

については、事業者は、速やかにその損害を賠償します。 

守秘義務の違反した場合も同様とします。ただし、損害の発生について、利用 

者に故意又は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を斟 

酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を減じ 

させていただきます。 

                                    令和  年   月   日 

 

指定通所介護サービスの開始に当たり、利用者に対しての契約及び本書面に基

づいて重要な事項を説明しました。 

   

 〈事業所〉 

  所在地    岡山県倉敷市水島北緑町８－１２ 

  事業所名  通所介護 デイサービスセンター 楽一 

  指定番号  3370２０６３１４ 

 

  説明者                     

 

 

                                   令和  年   月   日 

 

  私は、契約書および本書面により、事業者から指定通所介護サービスについて重

要事項説明書を受け同意しました。 

 

 〈利用者〉 

  住所 

 

  氏名                       

 

〈利用者代理人〉 

  住所 

 

  氏名                       

 

  続柄 


